
報告会議

令和 4年度　第 1回理事会 令和 4年 5月 9日㈪　徳島グランヴィリオホテル

審　議　事　項審　議　事　項 決　議　事　項

⑴　「四国地区所有者不明土地等連絡協議会（仮
称）」への参加・協力要請について

⑵　定款、旅費規程、役員の報酬及び費用等に関
する規程の改正について

⑶　令和 3年度事業報告書について

⑷　令和 3年度収支決算書について

⑸　第10回定時総会の開催と議案書について

⑴　当該協議会の目的や活動概要が示され、満場
一致で参加、協力することに決定した。

⑵　改正案が示され、原案通り可決承認された。

⑶　原案通り可決承認された。

⑷　原案通り可決承認された。

⑸　来る 6月 8日㈬、午後 1時30分、徳島グラン
ヴィリオホテルで開催することに決定。総会議
案書は原案通り可決承認された。

令和 4年度　臨時理事会 令和 4年 5月12日㈭　徳島グランヴィリオホテル

審　議　事　項審　議　事　項 決　議　事　項

⑴　役員の報酬及び費用等に関する規程の一部再
改正について

⑴　前理事会で承認を得た改正案、第 3条第 5項
及び第 6項並びに附則記載の施行日の変更が可
決承認された。

令和 3年度　第 4回理事会 令和 4年 3月 7日㈪　徳島グランヴィリオホテル

審　議　事　項審　議　事　項 決　議　事　項

⑴　組織見直し検討特別委員会からの会費見直し
に関する答申について

⑵　令和4年度事業計画案について

⑶　令和4年度収支予算案について

⑷　役員改選に伴う理事・監事候補者選出に際し
ての諸規定の解釈と課題について

⑴　原案通り可決しました。

⑵　原案通り可決しました。

⑶　原案通り可決しました。

⑷　原案通り可決しました。
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令和 4年度　第 2回理事会 令和 4年 6月 8日㈬　徳島グランヴィリオホテル

審　議　事　項審　議　事　項 決　議　事　項

⑴　理事・監事就任承諾書・確認書提出の件

⑵　会長・副会長選出の件

⑶　常務理事委嘱と委員長・所長選任の件

⑷　顧問・相談役推薦の件

⑸　支部長・副支部長及び支部選出委員・所員の
件

⑴　定時総会で承認された理事・監事からの就任
承諾書が提出された。欠席者からは後日提出し
てもらうこととなった。

⑵　会長に清水哲也氏、市内副会長に藤澤健司氏、
市外副会長に松本武夫が選出された。

⑶　常務理事及び各委員長・所長が選任された。

⑷　提案された顧問12名の推薦が承認された。

⑸　支部長・副支部長及び委員・所員を 6月15日
までに報告することとなった。

読めますか、分かりますか

答えはＰ.３４

頭 の 体 操

匹夫の勇　　博覧強記

（32）


